
◆ 定 期 報 告 義 務 の 創 設

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
の一部を改正する法律案の概要

・性状・品質が不均一で異物混入のリスクが高い など

・多店舗・少量排出のため処理コストがかかる 食品小売業や外食産業の実施率目標
の達成者割合約１３％

今回の法改正の背景：食品関連事業者の取組に格差（特に食品流通の川下の事業者（小売・
外食）の取組が進んでいない）

改正の方向 ：食品関連事業者（特に川下（食品小売業、外食産業）の事業者）に対する
指導監督の強化と取組の円滑化措置

食品関連事業者に対する指導監督の強化

食品廃棄物等の発生量が一定規模（年間
100トン）以上の食品関連事業者は、毎年
度、主務大臣に定期報告を行う措置を創設
する。

◆ 食 品 関 連 事 業 者 の あ り 方

フランチャイズチェーン事業を行う食品
関連事業者の食品廃棄物等の発生量に、そ
の加盟者において生じる発生量を含めて多
量発生事業者であるかを判定する。

そ の 他

◆ 「 中 央 環 境 審 議 会 」 の 追 加

基本方針や判断基準の策定、食品関連事
業者に対する命令に際して意見を聴く審議
会に「中央環境審議会」を追加する。

◆再生利用事業計画の認定制度の見直し

食 品 関 連 事 業 者 の 取 組 の 円 滑 化

農畜水産物等の食品関連事業者による利用
を含めた循環型の再生利用事業計画を作成し、
主務大臣の認定を受けた場合には、食品循環
資源の収集運搬について、一般廃棄物に係る
廃棄物処理法上の許可を不要とする。
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◆再生利用等に「熱回収」を追加

食品循環資源を熱を得ることに利用する
こと等を「熱回収」として認める。

※再生利用等実施率目標については、基本方針等に定める予定


